
令和６年４月２３日 

 

公  告 

 

                        陸上自衛隊 

北富士駐屯地業務隊長 

                       ２等陸佐 佐 藤 伊知郎      

                                            （ 公 印 省 略 ） 

 

 

 山梨県南都留郡忍野村に所在する陸上自衛隊北富士駐屯地において、展示即売会の設

置及び経営を行なう業者を下記により募集します。 

 

記 

 

１ 公募に付す事項 

  陸上自衛隊北富士駐屯地厚生センターにおける展示即売会の設置及び経営業務 

 

２ 業 種 

  物品販売及び食品販売（ただし、現地で調理・加工するものを除く。） 

 

３ 応募資格 

(1) 応募資格は次のとおりとする。 

ア 予算決算及び会計令第７０条及び７１条の規定に該当しない者 

   イ 各契約機関等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

   ウ 防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）を有する者又は同等の資格を有する者

エ 業務の全部又は一部を第三者に委託し又は譲渡することなく遂行できる者 

オ 応募しようとする事業の実施を保証できる能力・体制を有する者 

   カ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人 

である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、

理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴

力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第２

号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。 

キ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者では

ないこと。 



ク 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して

いる者ではないこと。 

ケ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する

などしている者ではないこと。 

コ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

ではないこと。 

サ 暴力団又は暴力団員及びキからコまでに定める者の依頼を受けて公募に参加し

ようとする者でないこと。 

⑵  応募に当たっては、「募集要領」及び「仕様書」の配布時に実施する北富士駐屯

地業務隊の説明を受けること。 

 

４ 設置方法 

  国有財産法第１８条第６項の規定に基づく行政財産の使用許可 

 

５ 設置条件 

(1) 設置場所 

   北富士駐屯地厚生センターエントランス（使用面積は、募集要領による。） 

(2) 設置期間 

   令和 7 年４月１日から令和８年３月３１日までの間の平日（ただし、夏季休暇、

年末年始及び部隊行事実施日等を除く。また、設置日の決定は協議による。） 

 

６ 募集要領・仕様書の配布等 

(1) 配布期間 

   令和６年４月３０日（月）から同年５月２４日（金） 

平日９時から１６時（１３時から１４時を除く。） 

 ⑵ 配布場所 

   陸上自衛隊北富士駐屯地業務隊厚生科（山梨県南都留郡忍野村忍草３０９３） 

⑶ その他  

   配布を受ける際は、赴く前に事前連絡を行うこと。 

 

７ 問い合わせ先 

  郵便番号  ４０１－０５１１ 

  住  所  山梨県南都留郡忍野村忍草３０９３ 

  担当部署  陸上自衛隊北富士駐屯地業務隊厚生科 

  電  話  ０５５５－８４－３１３５（内線６４２） 

  担  当  奥平 


